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事業の概要 
 

 
 
１ 事業の目的 

戸建木造住宅の地震に対する安全性の向上を図るため、耐震診断、耐震改修
設計、耐震改修工事、建替工事及び耐震シェルター工事を行う方に対して、そ
の費用の一部を補助します。 
 

２ 補助の対象者 
戸建木造住宅の所有者で、市税等を滞納していない方 
 

３ 補助の対象となる住宅等         
  次の全てに該当するもの （※これらの他に各事業の個別の要件もありま

す。） 
◆ 市内に存する戸建木造住宅で、現に住宅所有者の居住の用に供されている

もの 
◆ 在来軸組構法、枠組壁工法又は伝統的構法によって建築された地上階数が

３以下のもの 
◆ 平成１２年５月３１日以前に着工したもの又は熊本地震でり災したことが

確認できるもの 
◆ 過去にこの制度又はその他の補助金の交付を受けて耐震診断、耐震改修設

計、耐震改修工事、建替工事、耐震シェルター工事を行っていないもの 
◆ 原則として、定められた期限内に補助事業を完了できるもの 

 
４ 補助金の種類 

◆ 耐震改修設計費補助 
◆ 耐震改修工事費補助 
◆ 耐震改修設計及び耐震改修工事一括事業費補助 
◆ 建替工事費補助 
◆ 建替設計及び建替工事一括事業費補助 
◆ 耐震シェルター工事費補助 
◆ 耐震診断費補助 

 

５ 申請書提出場所:上天草市役所 建設部 都市整備課 

 ※募集戸数に限りがございますので、申し込み受付は先着順とさせていただき
ます。補助事業の対象となる経費や補助率など詳しくは次ページ以降を参照し
てください。  
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耐 震 診 断 
補助制度利用について 

 
 
 
 
１ 対象となる経費 

  建築物の地震に対する安全性を評価するため、一般診断又は精密診断により
行う耐震診断に要する費用が対象となります。 
 

２ 耐震診断を行う建築士 

地方公共団体又は一般財団法人日本建築防災協会が開催する木造住宅耐震診 
断講習会の修了証の交付を受けた建築士であること。 
 ※これら以外の建築士が行う場合は、個別にご相談ください。 

 
３ 補助率及び補助金の額 

（１）平成１２年 5 月３１日以前に着工したものの場合 
➤ 事業に要する費用に補助率（１０分の９以内）を乗じて得た額又は１

３．５万円のいずれか低い方の額（千円未満は切捨て） 
 

（２）上記（１）以外で平成２８年熊本地震により罹災した住宅の場合 
➤ 事業に要する費用に補助率（３分の２以内）を乗じて得た額又は６．８

万円のいずれか低い方の額（千円未満は切捨て） 
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４ 補助事業の流れ 

上天草市 申請者 建築士事務所 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

②受付 

③審査 

①補助金交付申請 

④補助金交付決定通知書 

⑤【契約、耐震診断の実施】 
  耐震診断の契約を締結し、耐震診断を実施して

ください。 

⑨受付 ⑧完了実績報告 

⑭補助金の振込み 

⑪補助金額確定通知書 

⑮補助金の受領 

⑥着手届 ⑦受付 

⑫補助金交付請求 ⑬受付 

⑩審査 
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５ 事業の実施 
（１）補助金交付申請 

最初に行う申請です。次の書類を用意し、提出してください。 

◆補助金交付申請書類  
確認欄 提出書類 

  ①補助金交付申請書（様式第１号） 

 ②事業実施計画書（様式第８号） 

 ③補助対象経費が確認できる書類（見積書等）の写し 

 ④住宅の所有者がわかる書類（登記事項証明書又は固定資産証明書） 

 ⑤市税等納付状況等確認同意書（様式第９号） 

 ⑥補助対象住宅に共有者がいる場合は、補助事業実施承諾書（様式第１０号） 

 ⑦建築確認済証の写し又は建築年月日がわかるもの 

 ⑧補助対象住宅が、平成１２年６月１日以降に着工したものの場合は、平成２
８年熊本地震によりり災したことが確認できる書類（り災証明書等）の写し 

 ⑨事業に関与する設計者等の資格を有する者であることを証する書類の写し 

 
（２）受理・審査 

補助金交付申請書の提出後、申請された住宅が補助対象となるかを申請書
類により審査します。 

 
（３）補助金交付決定通知書の送付 

申請書類の審査・補助金額の審査が済みましたら、市から補助金交付決定
通知書を郵送します。 

補助金交付決定通知書が届いたら、耐震診断の契約を結んでください。 
★補助金交付決定通知書の日付より前に契約を結ぶと、補助を受けることが
できなくなります。必ず決定通知書の日付以降に契約を結んでください。 
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（４）契約、着手届、耐震診断の実施 

補助金交付決定通知書が届いたら、耐震診断の契約を締結し、耐震診断を
実施してください。また、事業に着手する際は、次の書類を用意し市に提出
してください。 

 
◆補助事業着手届 

確認欄 提出書類 

 ①着手届（様式第１２号） 

 ②補助事業に係る契約書の写し 

 
（５）完了実績報告 

補助事業が完了した場合に行う手続きです。次の書類を用意し、提出して
ください。 

 
◆完了実績報告書 

確認欄 提出書類 

 ①完了実績報告書（様式第１８号） 

 ②耐震診断結果報告書の写し 

 

（６）補助金交付額確定通知書の送付 

完了実績報告書類の提出後、内容を確認し、補助金額確定通知書を郵送し
ます。 

 
（７）補助金の交付請求 

上記確定通知書の交付を受けたのち、２週間以内に補助金交付請求書を提
出してください。 
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耐 震 改 修 設 計 
補助制度利用について 

 
 
 
 
１ 対象となる経費（設計の内容） 

上部構造評点を１．０以上にするために行う改修計画・設計で、次のような
ものが対象となります。 
○ 補強の実施案の作成 
○ 耐震改修工事の設計図書の作成 
○ 現況の各階平面図の作成 
○ 補強の実施案を作成するために、追加調査及び耐震診断書の作成 
○ 耐震改修工事費の積算 など 

    ※その他、対象になるか不明なものは、個別でご相談ください。 
 

２ 耐震改修設計を行う建築士 

地方公共団体又は一般財団法人日本建築防災協会が開催する木造住宅耐震診 
断講習会の修了証の交付を受けた建築士であること。 
 ※これら以外の建築士が行う場合は、個別にご相談ください。 

 
３ 補助率及び補助金の額 

上記補助対象経費に補助率（３分の２以内）を乗じて算出した額又は２０万
円のいずれか低い方の額（千円未満は切捨て） 
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４ 補助事業の流れ 

上天草市 申請者 建築士事務所 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

②受付 

③審査 

①補助金交付申請 

④補助金交付決定通知書 

⑤【契約、改修設計の実施】 
  改修設計の契約を締結し、改修設計を実施して

ください。 

⑨受付 ⑧完了実績報告 

⑭補助金の振込み 

⑪補助金額確定通知書 

⑮補助金の受領 

⑥着手届 ⑦受付 

⑫補助金交付請求 ⑬受付 

⑩審査 
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５ 事業の実施 
（１）補助金交付申請 

最初に行う申請です。次の書類を用意し、提出してください。 

◆補助金交付申請書類  
確
認
欄 

提出書類 

  ①補助金交付申請書（様式第１号） 

 ②事業実施計画書（様式第３号） 

 ③補助対象経費が確認できる書類（見積書等）の写し 

 ④住宅の所有者がわかる書類（登記事項証明書又は固定資産証明書） 

 ⑤市税等納付状況等確認同意書（様式第９号） 

 ⑥補助対象住宅に共有者がいる場合は、補助事業実施承諾書（様式第１０号） 

 ⑦建築確認済証の写し又は建築年月日がわかるもの 

 ⑧耐震診断を実施している場合は、耐震診断結果報告書の写し 

 ⑨補助対象住宅が、平成１２年６月１日以降に着工したものの場合は、平成２８年
熊本地震によりり災したことが確認できる書類（り災証明書等）の写し 

 ⑩事業に関与する設計者等の資格を有する者であることを証する書類の写し 

 
（２）受理・審査 

補助金交付申請書の提出後、申請された住宅が補助対象となるかを申請書
類により審査します。 

 
（３）補助金交付決定通知書の送付 

申請書類の審査・補助金額の審査が済みましたら、市から補助金交付決定
通知書を郵送します。 

補助金交付決定通知書が届いたら、耐震改修設計の契約を結んでくださ
い。 
★補助金交付決定通知書の日付より前に契約を結ぶと、補助を受けることが
できなくなります。必ず決定通知書の日付以降に契約を結んでください。 
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（４）契約、着手届、耐震改修設計の実施 

補助金交付決定通知書が届いたら、耐震改修設計の契約を締結し、耐震改
修設計を実施してください。また、事業に着手する際は、次の書類を用意し
市に提出してください。 

 
◆補助事業着手届 

確認欄 提出書類 

 ①着手届（様式第１２号） 

 ②補助事業に係る契約書の写し 

 
（５）完了実績報告 

補助事業が完了した場合に行う手続きです。次の書類を用意し、提出して
ください。 

 
◆完了実績報告書 

確認欄 提出書類 

 ①完了実績報告書（様式第１８号） 

 ②現況の各階平面図 

 ③補強計画及び設計図書 

 ④耐震改修工事費の積算を補助対象経費に算入した場合は、耐震改修工事の
見積書 

 

（６）補助金交付額確定通知書の送付 

完了実績報告書類の提出後、内容を確認し、補助金額確定通知書を郵送し
ます。 

 
（７）補助金の交付請求 

上記確定通知書の交付を受けたのち、２週間以内に補助金交付請求書を提
出してください。 
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耐 震 改 修 工 事 
補助制度利用について 

 
 

 

 

１ 対象となる耐震改修工事（経費） 

補助対象となる耐震改修工事は、一般診断又は精密診断法による耐震診断に
より地震に対する安全性の評価を行った結果、上部構造評点が１．０未満の住
宅を１．０以上にするための工事です。また、耐震改修工事のための工事監理
も補助対象となります。 

主に次のような工事が該当します。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
※ リフォーム工事は補助対象外ですが、耐震改修工事と同時に実施することは

問題ありません。 
※ その他、対象となるか不明な工事については、個別にご相談ください。 

 

２ 工事監理を行う建築士 

地方公共団体又は一般財団法人日本建築防災協会が開催する木造住宅耐震診
断講習会の修了証の交付を受けた建築士であること。 

※これら以外の建築士が行う場合は、個別にご相談ください。 
 

３ 補助率及び補助金の額 

上記補助対象工事経費に補助率（２分の１以内）を乗じて得た額又は６０万
円のいずれか低い方の額（千円未満は切捨て） 

壁工事等による 
壁などの破壊復旧 

屋根の葺き替えによる軽量化 柱・土台・梁・筋かいの
接合部の金物による補強 

腐ったり、シロアリによる被
害のある構造部材の取り替え 

基礎の補強 
（例）玉石基礎から鉄筋コンクリ

ート布基礎への変更 

            強い壁をバランスよく増やす 
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４ 補助事業の流れ 

上天草市 申請者 工事業者 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

②受付 

③審査 

①補助金交付申請 

④補助金交付決定通知書 

⑤【契約、耐震改修工事・工事監理の実施】 
  耐震改修工事の契約を工事業者と締結してくだ

さい。契約後、耐震改修工事を実施してくださ
い。 

⑫受付 ⑪完了実績報告 

⑭補助金額確定通知書 

⑥着手届 ⑦受付 

⑮補助金交付請求 ⑯受付 

⑬現場審査 

⑰補助金の振込み ⑱補助金の受領 

⑧中間報告 ⑨受付 

⑩中間検査 
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５ 事業の実施 

（１）補助金交付申請 
最初に行う申請です。次の書類を用意し、市に提出してください。 

 
◆補助金交付申請書類 

確認欄 提出書類 

 ①補助金交付申請書（様式第１号） 

 ②事業実施計画書（様式第４号） 

 ③工程表 

 ④補助対象経費が確認できる書類（見積書等）の写し 

 ⑤住宅の所有者がわかる書類（登記事項証明書又は固定資産証明書） 

 ⑥市税等納付状況等確認同意書（様式第９号） 

 ⑦補助対象住宅に共有者がいる場合は、補助事業実施承諾書（様式第１０号） 

 ⑧建築確認済証の写し又は建築年月日がわかるもの 

 ⑨現況写真（外観写真２方向以上） 

 ⑩現況の各階平面図 

 ⑪耐震診断結果報告書の写し 

 ⑫補助対象住宅が、平成１２年６月１日以降に着工したものの場合は、平成２
８年熊本地震によりり災したことが確認できる書類（り災証明書等）の写し 

 ⑬耐震改修設計の内容を確認できる図書 

 ⑭事業に関与する設計者等の資格を有する者であることを証する書類の写し 

 

（２）受理・審査 

補助金交付申請書の提出後、申請された住宅が補助対象となるかを申請書
類により審査します。 
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（３）補助金交付決定通知書の送付 

補助金交付申請書の提出後、補助金額を審査し、補助金交付決定通知書を
郵送します。 

補助金交付決定通知書が届いたら、耐震改修工事の契約を結んでくださ
い。 
★補助金交付決定通知書の日付より前に契約を結ぶと、補助を受けることが
できなくなります。必ず決定通知書の日付以降に契約を結んでください。 

 
（４）契約、着手届、耐震改修工事の実施 

補助金交付決定通知書が届いたら、耐震改修工事及び工事監理の契約を締
結し、工事を実施してください。また、事業に着手する際は、次の書類を用
意し市に提出してください。 

 
◆補助事業着手届 

確認欄 提出書類 

 ①着手届（様式第１２号） 

 ②補助事業に係る契約書の写し 

 
（５）中間報告 

工事に着手した後、補強状況を目視により確認できる時期に達したとき
は、次の書類を用意し市に提出してください。後日、中間検査を行います。 

 
◆工事中間報告書 

確認欄 提出書類 

 ①工事中間報告書（様式第１７号） 

 ②耐震改修工事の状況写真 

 
（６）完了実績報告 

補助事業が完了した場合に行う手続きです。次の書類を用意し、市に提出
してください。 
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（７）補助金交付額確定通知書の送付 

完了実績報告書類の提出後、市が内容を確認し、補助金額確定通知書を郵
送します。 
 

（８）補助金の交付請求 

上記確定通知書を受けたのち、２週間以内に補助金交付請求書を提出して
ください。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

確認欄 提出書類 

 ①完了実績報告書（様式第１８号） 

 ②工事監理報告書（様式第１９号）の写し 

 ③工事工程写真及び竣工写真 

 ◆ 工事写真について             

本事業では、耐震改修の設計図書のとおり工事が適切に行われているの 
かを確認するため、工事写真の提出を求めています。工事写真については、建築士（工
事監理者）又は施工者が次の工程ごとの写真を撮影します。撮影は耐震改修工事に係る
すべての箇所で実施する必要があります。 

写真により補強内容が確認できない場合は、引き剥がし等により確認を求めることが
あります。 

※ 各写真に番号を付し、撮影位置がわかる図面（撮影位置図）を添付してください。 

着手前 ・工事着手前の状況がわかる全景写真 
・既存の仕上状況が確認できる写真（補強箇所ごと） 

補強材料、仕上材 補強に使用する材料の写真、仕上（復旧）に使用する材料
の写真 

仕上材等の解体完了時 既存の壁内の状況が確認できる写真（補強箇所ごと） 

補強部材取付作業時 補強部材の取付の作業状況が確認できる写真（補強箇所ご
と） 

補強部材取付完了時 補強状況（取付状況）が確認できる写真（補強箇所ごと） 

補強工事完了後 
・完了後の全景写真（着手前に撮影した場所から撮影） 
・補強部分の補強後の仕上げ状況が確認できる写真 

（補強箇所ごと） 
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耐震改修設計及び耐震改修工事一括事業 
補助制度利用について 

 

 

 

 

１ 対象となる耐震改修設計及び耐震改修工事（経費） 

耐震改修設計及び耐震改修工事を一括して行うものが対象となります。 
 
※耐震改修工事に要する費用には、工事管理に要する費用を含みません。 
※耐震改修工事の計画策定に伴う耐震診断等を実施した場合で、改修前の上部

構造評点が１．０以上であった場合は、耐震改修工事に要する費用は対象外
となります。 

※その他、対象となるか不明な工事については、個別にご相談ください。 
 

２ 耐震改修設計及び工事監理を行う建築士 

地方公共団体又は一般財団法人日本建築防災協会が開催する木造住宅耐震診
断講習会の修了証の交付を受けた建築士であること。 
※これら以外の建築士が行う場合は、個別にご相談ください。 

 
３ 補助率及び補助金の額 

（１）昭和５６年５月３１日以前に着工したもの又は高齢者等居住世帯(※)の場合 
➤ 事業に要する費用に補助率（１０分の９以内）を乗じて得た額又は１５

７．５万円のいずれか低い方の額（千円未満は切捨て） 
 

（２）昭和５６年 6 月 1 日から平成１２年５月３１日までに着工したものの場合 
➤ 事業に要する費用に補助率（６０分の５３以内）を乗じて得た額又は１

３２．５万円のいずれか低い方の額（千円未満は切捨て） 
 

（３）上記（１）及び（２）に該当せず、かつ、平成 28 年熊本地震により罹災
した住宅の場合 

  ➤ 事業に要する費用に補助率（５分の４以内）を乗じて得た額又は１１５
万円のいずれか低い方の額（千円未満は切捨て） 

 
 

  
※ 高齢者等居住世帯・・・以下のいずれかに該当する世帯 

（１）高齢者（６５歳以上）が居住する世帯 
（２）市町村税を課されない者のみが居住する世帯 
（３）障がいのある方等（身体障がい、知的障がい、精神障がいをお持ちの方、

または、介護保険法に規定する要介護者もしくは要支援者）が居住する世帯 
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４ 補助事業の流れ 

上天草市 申請者 建築士事務所 
工事業者 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
②受付 

③審査 

①補助金交付申請 

④補助金交付決定通知書 

⑤【耐震改修設計に係る契約、改修設計の実施】 
  改修設計の契約を締結し、改修設計を実施して

ください。 
 

⑰受付 ⑯完了実績報告 

⑲補助金額確定通知書 

⑥着手届 ⑦受付 

⑳補助金交付請求 ㉑受付 

⑱現場審査 

㉒補助金の振込み ㉓補助金の受領 

⑬中間報告 ⑭受付 

⑮中間検査 

⑧設計完了報告 ⑨受付 

⑪設計完了確認通知書 ⑩審査 

⑫【耐震改修工事に係る契約、耐震改修工事の実施】 
  耐震改修工事の契約を締結し、耐震改修工事を実

施してください。 
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５ 事業の実施 
（１）補助金交付申請 

最初に行う申請です。次の書類を用意し、提出してください。 

◆補助金交付申請書類  
確認欄 提出書類 

  ①補助金交付申請書（様式第１号） 

 ②事業実施計画書（様式第２号） 

 ③補助対象経費が確認できる書類（見積書等）の写し 

 ④住宅の所有者がわかる書類（登記事項証明書又は固定資産証明書） 

 ⑤市税等納付状況等確認同意書（様式第９号） 

 ⑥補助対象住宅に共有者がいる場合は、補助事業実施承諾書（様式第１０号） 

 ⑦建築確認済証の写し又は建築年月日がわかるもの 

 ⑧耐震診断を実施している場合は、耐震診断結果報告書の写し 

 ⑨補助対象住宅が、平成１２年６月１日以降に着工したものの場合は、平成２
８年熊本地震によりり災したことが確認できる書類（り災証明書等）の写し 

 
（２）受理・審査 

補助金交付申請書の提出後、申請された住宅が補助対象となるかを申請書
類により審査します。 

 
（３）補助金交付決定通知書の送付 

申請書類の審査・補助金額の審査が済みましたら、市から補助金交付決定
通知書を郵送します。 

補助金交付決定通知書が届いたら、耐震改修設計の契約を結んでくださ
い。 
★補助金交付決定通知書の日付より前に契約を結ぶと、補助を受けることが
できなくなります。必ず決定通知書の日付以降に契約を結んでください。 
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（４）耐震改修設計契約、着手届、耐震改修設計の実施 

補助金交付決定通知書が届いたら、耐震改修設計に係る契約を締結し、耐
震改修設計を実施してください。また、事業に着手する際は、次の書類を用
意し市に提出してください。 

 
◆補助事業着手届 

確認欄 提出書類 

 ①着手届（様式第１２号） 

 ②耐震改修設計に係る契約書の写し 

 
（５）設計完了の報告 

   耐震改修設計が完了したときは、次の書類を用意し市に提出してくださ
い。 

◆設計完了報告書 

確認欄 提出書類 

 ①設計完了報告書（様式第１５号） 

 ②現況の各階の平面図 

 ③補強計画及び設計図書 

 ④耐震改修工事の見積書 

 
⑤補助事業において、耐震改修工事を行う場合は次に掲げる書類 

□ 工程表 
□ 現況写真（外観写真２方向以上） 
□ 耐震診断結果報告書の写し 

 

（６）設計完了確認通知書 

設計完了報告書類の提出後、市が内容を確認し、設計完了確認通知書を郵
送します。 
 

（７）耐震改修工事契約、中間報告、耐震改修工事の実施 

設計確認完了通知書が届いたら、耐震改修工事に係る契約を締結し、耐震
改修工事を実施してください。工事に着手した後、補強状況を目視により確
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認できる時期に達したときは、次の書類を用意し市に提出してください。後
日、中間検査を行います。 

 
◆工事中間報告書 

確認欄 提出書類 

 ①工事中間報告書（様式第１７号） 

 ②耐震改修工事に係る契約書の写し 

 ③耐震改修工事の状況写真 

 
（８）完了実績報告 

補助事業が完了した場合に行う手続きです。次の書類を用意し、市に提出
してください。 

 
◆完了実績報告書 

確認欄 提出書類 

 ①完了実績報告書（様式第１８号） 

 ②工事監理報告書（様式第１９号）の写し 

 ③工事工程写真及び竣工写真 

 

（９）補助金交付額確定通知書の送付 

完了実績報告書類の提出後、市が内容を確認し、補助金額確定通知書を郵
送します。 
 

（１０）補助金の交付請求 

上記確定通知書を受けたのち、２週間以内に補助金交付請求書を提出して
ください。 
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建 替 工 事 
補助制度利用について 

 
 
 

１ 対象となる建替工事（経費） 

補助対象となる建替工事は、一般診断又は精密診断法による耐震診断により
地震に対する安全性の評価を行った結果、上部構造評点が１．０未満の住宅を
現行基準を満たす住宅へ建替えるための工事です。また、建替工事のための工
事監理も補助対象となります。 

ただし、被災者生活再建支援金の支給対象若しくは受給された方は対象外と
なります。 

 
  ※建替後の住宅は、原則として省エネ基準に適合すること。 
 
２ 工事監理を行う建築士 

地方公共団体又は一般財団法人日本建築防災協会が開催する木造住宅耐震診
断講習会の修了証の交付を受けた建築士であること。 
※これら以外の建築士が行う場合は、個別にご相談ください。 

 
３ 補助率及び補助金の額 

上記補助対象経費に補助率（１００分の２３以内）を乗じて得た額又は６０
万円のいずれか低い方の額（千円未満は切捨て） 
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４ 補助事業の流れ 

上天草市 申請者 工事業者 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

②受付 

③審査 

①補助金交付申請 

④補助金交付決定通知書 

⑤【契約、建替工事の実施】 
  建替工事の契約を工事業者と締結してくださ

い。契約後、建替工事を実施してください。 

⑫受付 ⑪完了実績報告 

⑭補助金額確定通知書 

⑥着手届 ⑦受付 

⑮補助金交付請求 ⑯受付 

⑬現場審査 

⑰補助金の振込み ⑱補助金の受領 

⑧中間報告 ⑨受付 

⑩中間検査 
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５ 事業の実施 

（１）補助金交付申請 
最初に行う申請です。次の書類を用意し、市に提出してください。 

 
◆補助金交付申請書類 

確認欄 提出書類 

 ①補助金交付申請書（様式第１号） 

 ②事業実施計画書（様式第６号） 

 ③工程表 

 ④補助対象経費が確認できる書類（見積書等）の写し 

 ⑤住宅の所有者がわかる書類（登記事項証明書又は固定資産証明書） 

 ⑥市税等納付状況等確認同意書（様式第９号） 

 ⑦補助対象住宅に共有者がいる場合は、補助事業実施承諾書（様式第１０号） 

 ⑧建築確認済証の写し又は建築年月日がわかるもの 

 ⑨現況写真（外観写真２方向以上） 

 ⑩現況の各階平面図 

 ⑪耐震診断結果報告書の写し 

 ⑫補助対象住宅が、平成１２年６月１日以降に着工したものの場合は、平成２
８年熊本地震によりり災したことが確認できる書類（り災証明書等）の写し 

 ⑬建替設計の内容を確認できる図書 

 ⑭事業に関与する設計者等の資格を有する者であることを証する書類の写し 

 

（２）受理・審査 

補助金交付申請書の提出後、申請された住宅が補助対象となるかを申請書
類により審査します。 
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（３）補助金交付決定通知書の送付 

補助金交付申請書の提出後、補助金額を審査し、補助金交付決定通知書を
郵送します。 

補助金交付決定通知書が届いたら、建替工事の契約を結んでください。 
 

★補助金交付決定通知書の日付より前に契約を結ぶと、補助を受けることが
できなくなります。必ず決定通知書の日付以降に契約を結んでください。 

 
（４）契約、着手届、建替工事の実施 

補助金交付決定通知書が届いたら、建替工事の契約を締結し、工事を実施
してください。また、事業に着手する際は、次の書類を用意し市に提出して
ください。 

 
◆補助事業着手届 

確認欄 提出書類 

 ①着手届（様式第１２号） 

 ②補助事業に係る契約書の写し 

 
（５）中間報告 

工事に着手した後、既存住宅の解体が終了したときは、次の書類を用意し
市に提出してください。後日、中間検査を行います。 

 
◆工事中間報告書 

確認欄 提出書類 

 ①工事中間報告書（様式第１７号） 

 ②補助対象住宅の解体後の写真 

 
 
 
 
 
 
 
 



- 25 - 

（６）完了実績報告 

補助事業が完了した場合に行う手続きです。次の書類を用意し、市に提出
してください。 

 
◆完了実績報告書類 

 

 

（７）補助金交付額確定通知書の送付 

完了実績報告書類の提出後、市が内容を確認し、補助金額確定通知書を郵
送します。 
 

（８）補助金の交付請求 

上記確定通知書を受けたのち、２週間以内に補助金交付請求書を提出して
ください。  

確認欄 提出書類 

 ①完了実績報告書（様式第１８号） 

 ②工事監理報告書（様式第１９号）の写し 

 ③工事工程写真及び竣工写真 
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建替設計及び建替工事一括事業 
補助制度利用について 

 
 
 

１ 対象となる建替設計及び建替工事一括事業（経費） 

建替設計（原則として同一敷地内で、既存の戸建木造住宅１棟全てを解体
し、住宅を新築する工事の計画策定を行うことをいう。）及び建替工事を一括し
て行うものが対象となります。 

ただし、被災者生活再建支援金の支給対象若しくは受給された方は対象外と
なります。 

 
  ※建替後の住宅は、原則として省エネ基準に適合すること。 
  ※建替工事に要する費用には、工事管理に要する費用を含みません。 
 
２ 工事監理を行う建築士 

地方公共団体又は一般財団法人日本建築防災協会が開催する木造住宅耐震診
断講習会の修了証の交付を受けた建築士であること。 
※これら以外の建築士が行う場合は、個別にご相談ください。 

 
３ 補助率及び補助金の額 

（１）昭和５６年５月３１日以前に着工したもの又は高齢者等居住世帯(※)の場合 
➤ 事業に要する費用に補助率（１０分の９以内）を乗じて得た額又は１５

７．５万円のいずれか低い方の額（千円未満は切捨て） 
 

（２）昭和５６年 6 月 1 日から平成１２年５月３１日までに着工したものの場合 
➤ 事業に要する費用に補助率（６０分の５３以内）を乗じて得た額又は１

３２．５万円のいずれか低い方の額（千円未満は切捨て） 
 

（３）上記（１）及び（２）に該当せず、かつ、平成２８年熊本地震により罹災
した住宅の場合 
➤ 事業に要する費用に補助率（５分の４以内）を乗じて得た額又は１１５

万円のいずれか低い方の額（千円未満は切捨て） 
 

  
※ 高齢者等居住世帯・・・以下のいずれかに該当する世帯 

（１）高齢者（６５歳以上）が居住する世帯 
（２）市町村税を課されない者のみが居住する世帯 
（３）障がいのある方等（身体障がい、知的障がい、精神障がいをお持ちの方、

または、介護保険法に規定する要介護者もしくは要支援者）が居住する世帯 
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４ 補助事業の流れ 

上天草市 申請者 建築士事務所 
工事業者 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
②受付 

③審査 

①補助金交付申請 

④補助金交付決定通知書 

⑤【建替設計に係る契約、建替設計の実施】 
  建替設計の契約を締結し、建替設計を実施して

ください。 
 

⑰受付 ⑯完了実績報告 

⑲補助金額確定通知書 

⑥着手届 ⑦受付 

⑳補助金交付請求 ㉑受付 

⑱現場審査 

㉒補助金の振込み ㉓補助金の受領 

⑬中間報告 ⑭受付 

⑮中間検査 

⑧設計完了報告 ⑨受付 

⑪設計完了確認通知書 ⑩審査 

⑫【建替工事に係る契約、建替工事の実施】 
  建替工事の契約を締結し、建替工事を実施して

ください。 
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５ 事業の実施 
（１）補助金交付申請 

最初に行う申請です。次の書類を用意し、提出してください。 

◆補助金交付申請書類 

確認欄 提出書類 

 ①補助金交付申請書（様式第１号） 

 ②事業実施計画書（様式第５号） 

 ③工程表 

 ④補助対象経費が確認できる書類（見積書等）の写し 

 ⑤住宅の所有者がわかる書類（登記事項証明書又は固定資産証明書） 

 ⑥市税等納付状況等確認同意書（様式第９号） 

 ⑦補助対象住宅に共有者がいる場合は、補助事業実施承諾書（様式第１０号） 

 ⑧建築確認済証の写し又は建築年月日がわかるもの 

 ⑨現況写真（外観写真２方向以上） 

 ⑩現況の各階平面図 

 ⑪耐震診断結果報告書の写し 

 ⑫補助対象住宅が、平成１２年６月１日以降に着工したものの場合は、平成２
８年熊本地震によりり災したことが確認できる書類（り災証明書等）の写し 

 ⑬建替設計の内容を確認できる図書 

 ⑭事業に関与する設計者等の資格を有する者であることを証する書類の写し 

 
（２）受理・審査 

補助金交付申請書の提出後、申請された住宅が補助対象となるかを申請書
類により審査します。 
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（３）補助金交付決定通知書の送付 

申請書類の審査・補助金額の審査が済みましたら、市から補助金交付決定
通知書を郵送します。 

補助金交付決定通知書が届いたら、耐震改修設計の契約を結んでくださ
い。 
★補助金交付決定通知書の日付より前に契約を結ぶと、補助を受けることが
できなくなります。必ず決定通知書の日付以降に契約を結んでください。 

 
（４）建替設計契約、着手届、建替設計の実施 

補助金交付決定通知書が届いたら、建替設計に係る契約を締結し、建替設
計を実施してください。また、事業に着手する際は、次の書類を用意し市に
提出してください。 

 
◆補助事業着手届 

確認欄 提出書類 

 ①着手届（様式第１２号） 

 ②建替設計に係る契約書の写し 

 

（５）設計完了の報告 

   建替設計が完了したときは、次の書類を用意し市に提出してください。 

◆設計完了報告書 

確認欄 提出書類 

 ①設計完了報告書（様式第１５号） 

 ②建替設計図書 

 ③建替工事の見積書 

 ④工程表 

 

（６）設計完了確認通知書 

設計完了報告書類の提出後、市が内容を確認し、設計完了確認通知書を郵
送します。 
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（７）建替工事契約、中間報告、建替工事の実施 

設計確認完了通知書が届いたら、建替工事に係る契約を締結し、工事を実
施してください。工事に着手した後、補強状況を目視により確認できる時期
に達したときは、次の書類を用意し市に提出してください。後日、中間検査
を行います。 

 
◆工事中間報告書 

確認欄 提出書類 

 ①工事中間報告書（様式第１７号） 

 ②補助対象住宅の解体後の写真 

 
（８）完了実績報告 

補助事業が完了した場合に行う手続きです。次の書類を用意し、市に提出
してください。 

 
◆完了実績報告書 

確認欄 提出書類 

 ①完了実績報告書（様式第１８号） 

 ②工事監理報告書（様式第１９号）の写し 

 ③工事工程写真及び竣工写真 

 

（９）補助金交付額確定通知書の送付 

完了実績報告書類の提出後、市が内容を確認し、補助金額確定通知書を郵
送します。 
 

（１０）補助金の交付請求 

上記確定通知書を受けたのち、２週間以内に補助金交付請求書を提出して
ください。 
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耐震シェルター工事 
補助制度利用について 

 
 

 

 

１ 対象となる耐震シェルター工事（経費） 

倒壊の危険性がある住宅内の一部に木材や鉄骨で強固な箱型の空間を作り安
全を確保するための耐震シェルター工事が対象となります。 

 
２ 補助率及び補助金の額 

上記補助対象経費に補助率（２分の１以内）を乗じて得た額又は２０万円の
いずれか低い方の額（千円未満は切捨て） 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

画像はイメージです。 

耐震シェルター 
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３ 補助事業の流れ 

上天草市 申請者 工事業者 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

②受付 

③審査 

①補助金交付申請 

④補助金交付決定通知書 

⑤【契約、耐震シェルター工事の実施】 
  耐震シェルター工事の契約を工事業者と締結し

てください。契約後、耐震シェルター工事を実施
してください。 

⑫受付 ⑪完了実績報告 

⑭補助金額確定通知書 

⑥着手届 ⑦受付 

⑮補助金交付請求 ⑯受付 

⑬現場審査 

⑰補助金の振込み ⑱補助金の受領 

⑧中間報告 ⑨受付 

⑩中間検査 
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４ 事業の実施 

（１）補助金交付申請 
最初に行う申請です。次の書類を用意し、提出してください。 

 
◆補助金交付申請書類  

確認欄 提出書類 

 ①補助金交付申請書（様式第１号） 

 ②事業実施計画書（様式第７号） 

 ③設置する耐震シェルターの工法又は製品の詳細が分かる書類（カタログ等） 

 ④工程表 

 ⑤補助対象経費が確認できる書類（見積書等）の写し 

 ⑥住宅の所有者がわかる書類（登記事項証明書又は固定資産証明書） 

 ⑦市税等納付状況等確認同意書（様式第９号） 

 ⑧補助対象住宅に共有者がいる場合は、補助事業実施承諾書（様式第１０号） 

 ⑨建築確認済証の写し又は建築年月日がわかるもの 

 ⑩現況写真（外観写真２方向以上及び設置予定場所） 

 
⑪補助対象住宅が、平成１２年６月１日以降に着工したものの場合は、平成２
８年熊本地震によりり災したことが確認できる書類（り災証明書等）の写し又
は耐震診断結果報告書の写し 

 

（２）受理・審査 

補助金交付申請書の提出後、申請された住宅が補助対象となるかを申請書
類により審査を行います。 
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（３）補助金交付決定通知書の送付 

補助金交付申請書の提出後、市が補助金額を審査して、補助金交付決定通
知書を郵送します。 

補助金交付決定通知書が届いたら、耐震シェルター工事の契約を結んでく
ださい。 

 
★補助金交付決定通知書の日付より前に契約を結ぶと、補助を受けることが
できなくなります。必ず決定通知書の日付以降に契約を結んでください。 

 
（４）契約、着手届、耐震シェルター工事の実施 

補助金交付決定通知書が届いたら、耐震シェルター工事の契約を締結し、
工事を実施してください。また、事業に着手する際は、次の書類を用意し市
に提出してください。 

 
◆補助事業着手届 

確認欄 提出書類 

 ①着手届（様式第１２号） 

 ②補助事業に係る契約書の写し 

 
（５）中間報告（耐震シェルターの設置に際し、基礎工事等必要な場合） 

工事に着手した後、耐震シェルターの設置に係る基礎工事等が完了したと
きは、次の書類を用意し市に提出してください。後日、中間検査を行いま
す。 

 
◆工事中間報告書 

確認欄 提出書類 

 ①工事中間報告書（様式第１７号） 

 ②耐震シェルターの設置前の写真 
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（６）完了実績報告 

補助事業が完了した場合に行う手続きです。次の書類を用意し、提出して
ください。 

 
◆完了実績報告書 

確認欄 提出書類 

 ①完了実績報告書（様式第１８号） 

 ②工事工程写真及び竣工写真 

 
（７）補助金交付額確定通知書の送付 

完了実績報告書類の提出後、市が内容を確認し、補助金額確定通知書を郵
送します。 
 

（８）補助金の交付請求 

上記確定通知書を受けたのち、２週間以内に補助金交付請求書を提出して
ください。 
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【お問合せ・申し込み先】 
上天草市役所 建設部 都市整備課 

 
  〒861-6192 

住所:熊本県上天草市松島町合津 7915 番地 1 
電話番号:0969-28-3366 
FAX 番号:0969-56-3190 


